
① ② ③ ④

　　新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の出席停止及び学級・学年・学校臨時休業の考え方　　　

その後の調査で当該児童

生徒が濃厚接触者と特定

された場合

②へ

児童生徒の感染が判

明した場合

当該児童生徒を

出席停止とする

その後の調査で当該児童

生徒が濃厚接触者と特定

された場合

②へ
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同居家族が濃厚接触者と特定

された場合

同居家族に感染者が発症

した場合

当該児童生徒を

出席停止とする

当該児童生徒を

出席停止とする

同居家族が感染者と特定され

た場合は③へ

その後の調査で当該

児童生徒が感染者ま

たは濃厚接触者と特

定されなかった場合

児童生徒が濃厚接触者と

特定された場合

消毒に必要な期間

学校を臨時休業と

する(2日程度目安)

消毒終了後再開

当該児童生徒を出席停止とする

(検査中も含めて出席停止させる児童生徒が

2名以上在籍する学級は臨時休業とする)

陽性の場合①へ 陰性の場合

※上記を判断基準とするが、感染拡大状況等を考慮しながら必要に応じて松阪市教育委員会と協議する。

関係機関と協議のうえ、臨時休業又は出席停止を解除する

学年閉鎖措置をする学年が３学年

(中学校は２学年)になった場合は

学校を臨時休業とする

学級閉鎖の措置をする学級が２学級となった場合

当該学年を臨時休業とする

さらにその後の調査で当

該児童生徒が感染者と特

定された場合

①へ

さらにその後の調査で当

該児童生徒が感染者と特

定された場合

①へ

児童生徒の

所属する学級は

臨時休業とする


